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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置－新たな主引例を用いて進歩性
欠如による独立特許要件違反とした拒絶審決が手続違背と判断された事例）［上］（全２回）

−令和３年（行ケ）第10164号、令和４年11月16日判決言渡−

事案の概要

本件は、発明の名称を「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」とする特許出願の拒
絶査定不服審判請求（不服2021−1491号）についての審決取消訴訟である。特許庁は、審判請求時に補正
された請求項１に係る本願補正発明は、引用文献１（甲８）及び新たに引用した引用文献５（甲16）のそ
れぞれを主引例として進歩性を欠如することを理由に本件補正を却下すると共に、補正前の本願発明は
甲８を主引例として進歩性を欠如することを理由に拒絶審決した。争点は、進歩性欠如及びそれを理由
とする独立特許要件違反の判断の誤りの有無並びに手続違背の有無である。

京都ブランチ (5名：うち弁理士3名 )

神戸本部 (66名：うち弁理士26名 )

上海瀚橋専利代理事務所 (12名：うち専利代理人6名 )

■URL:http://www.arco.chuo.kobe.jp/　■E-mail:office@arco.chuo.kobe.jp
■神 戸 本 部  ：〒651-0088　 神戸市中央区小野柄通 7-1-1 日本生命三宮駅前ビル 5 F 　TEL:078-855-5539
■京都ブランチ ：〒604-8225　 京都市中京区蟷螂山町 481 京染会館4階　　　　　　　　 TEL:075-213-5600
■上 海 瀚 橋  ：郵編 200120  中国　上海市浦東新区東方路 69 号 21 階 2108 号室　　　 TEL:+86-21-6415-8030
■顧問：米国特許弁護士　マーク・アレマン　　中国専利代理人　曹芳玲　他５名

特許業務法人
創業 1926 年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。
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